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 タブレットパソコン
たぶれっとぱそこん

はみなさんの学習
がくしゅう

に役立てる
やくだ

ための
る

道具
どうぐ

です。
す

みなさんの学習
がくしゅう

をより豊か
ゆた

にして
にし

いくために、タブレットパソコン
たぶれっとぱそこん

を上手
じょうず

に

活用
かつよう

していくことが大切
たいせつ

です。 そこで、『児童用
じどうよう

タブレットパソコン使用
し よ う

のルール』
」

を定めました
さだ

。ルール
ました

を守り
まも

、タブレットパソコン
、たぶれっとぱそこ

を「安心
あんしん

・安全
あんぜん

・

快適
かいてき

」に
」

活用
かつよう

していきましょう
ていきましょ

。 

１ このルール
るーる

の対象
たいしょう

となる機器
きき

 このルールの対象
たいしょう

となる機器
き き

は、学校
がっこう

から貸し出される
か    だ

タブレットパソコンです。  

２ タブレットパソコンを使う
つか

目的
もくてき

 学校
がっこう

で貸し出す
かだ

タブレットパソコンは、学習
がくしゅう

活動
かつどう

のために使います
つか

。 タブレットパソコンを上手
じょうず

に

使い
つか

、自分
じぶん

の学習
がくしゅう

に役立てて
やくだ

いきましょう。 

３ タブレットパソコンを使用
し よ う

できる人
ひと

 自分
じ ぶ ん

が借りた
か

タブレットパソコンを使用
し よ う

できるのは、本人
ほんにん

・保護者
ほごしゃ

及び
およ

学校
がっこう

の先生
せんせい

のみです。 他
ほか

の人
ひと

に貸したり
か

、人
ひと

のタブレットパソコンを借りたり
か

することはしません。  

４ 使用
し よ う

するときのルール タブレットパソコンは学校
がっこう

（糸満市
いとまんし

）から借りて
か

いるものです。 卒業
そつぎょう

するまで、同じ
お な

タブレットパソコンを

使います
つ か

。次
つぎ

に使う
つか

人
ひと

が気持ち
きも

よく使える
つか

よう大切
たいせつ

に使いましょう
つか

。  

(1) 使う
つか

場面
ばめん

や時間
じかん

 【学校
がっこう

で使う
つか

とき】  

・学校
がっこう

では授業
じゅぎょう

で使います
つか

。 ・使用後
し よ う ご

は決められた
き

タブレット保管庫
ほ か ん こ

に片づけます
かた

。 

・授業
じゅぎょう

時間外
じかんがい

で使用
し よ う

する場合
ば あ い

は、学級
がっきゅう

担任
たんにん

の先生
せんせい

など、先生
せんせい

の許可
き ょ か

を受けて
う

から使います
つ か

。  

(2) タブレットパソコンを使う
つか

ときに気
き

を付ける
つ

こと 【学校
がっこう

・家庭
かてい

で使う
つか

とき】 

・健康
けんこう

のため、タブレットパソコンを使用
しよう

するときは、目
め

を画面
がめん

に近づきすぎない
ちか

ように気
き

 をつけたり、ときどき目
め

を休ませたり
やす

しまし

ょう。・タブレットパソコンはていねいに扱い
あつか

、落としたり
お

、水
みず

にぬらしたり、重たい
おも

ものを上
うえ

に のせたりしないようにしましょう。  

・タブレットパソコンを持った
も

まま走る
はし

と転んで
ころ

ケガをしたり、落としたり
お

する危険
きけん

があります。あわてず落ち着いて
お   ち

持ち運びましょう
も   はこ

。 

・タブレットパソコンの画面
がめん

はタッチパネルになっています。画面
がめん

は指
ゆび

で操作
そうさ

します。刃物
はもの

 や鉛筆
えんぴつ

など先
さき

のとがったものでこすったり、

押したり
お

しないようにしましょう。画面
がめん

をきれいにするときは「柔らかい
やわ

布
ぬの

」で拭いて
ふ

ください。 

・タブレットパソコンを曲げたり
ま

するときは、無理
むり

な力
ちから

を加える
くわ

ことなく丁寧
ていねい

に扱いましょう
あつか

。 

・故障
こしょう

かな？と思われる
おも

場合
ばあい

や、壊れた
こわ

ときは、担任
たんにん

の先生
せんせい

に知らせて
し

ください。  

・タブレットパソコンは小学校
しょうがっこう

の卒業
そつぎょう

時
じ

に、学校
がっこう

に返却
へんきゃく

します。次
じ

年度
ねんど

の１年生
 ねんせい

が使います
つか

ので、大切
たいせつ

に使って
つか

ください。 

(3) やってはいけないこと（禁止
きんし

事項
じこう

） 
） 

学校
がっこう

貸出用
かしだしよう

タブレットパソコンは学習
がくしゅう

活動
かつどう

で使う
つかう

ことを目的
もくてき

としていますので、使用
しよう

しない機能
きのう

を決めて
き

います。また、トラブルを未然
みぜん

に防ぐ
ふせ

ためにも、次
つぎ

のこと（禁止
きんし

事項
じこう

）は絶対
ぜったい

に しないようにしてください。 

＜禁止
きんし

事項
じこう

＞ 

①自分
じぶん

のタブレットパソコンを人
ひと

に貸したり
か

、人
ひと

のタブレットパソコンを借りたり
か

、操作
そうさ

したりすること（教えたり
おし

する場合
ばあい

を除く
のぞ

）。 

②自分
じぶん

の ＱＲコードを人
ひと

に使わせる
つか

こと。 

③他人
たにん

の ＱＲコードを利用
りよう

して使用
しよう

すること。（不正
ふせい

アクセス行為
こうい

と言って
い

法律
ほうりつ

で禁止
きんし

されています）  

④タブレットパソコンの設定
せってい

を学校
がっこう

の許可
き ょ か

なく変更
へんこう

すること。 

⑤タブレットパソコンにシールを貼ったり
は

、文字
も じ

や絵
え

などを書いたり
か

すること。  

⑥先生
せんせい

の許可
きょか

なく、タブレットパソコンを使って
つか

、画像
がぞう

や動画
どうが

を撮影
さつえい

したり、録音
ろくおん

したりすること。  

⑦人
ひと

が作った
つく

作品
さくひん

や、人
ひと

の顔
かお

写真
じゃしん

などを本人
ほんにん

やその保護者
ほごしゃ

の許可
きょか

なく使用
しよう

すること。  

⑧自分
じぶん

や他人
たにん

の個人
こじん

情報
じょうほう

（名前
なまえ

や住所
じゅうしょ

、電話番号
でんわばんごう

など）をインターネット上
              じょう

にあげ、他人
たにん

が自由
じゆう

に見られる
み

状態
じょうたい

にすること。  

⑨会話
かいわ

機能
きのう

で相手
あいて

の心
こころ

を傷つけたり
きず

、相手
あいて

にいやな思い
おも

をさせたりする書き込み
か    こ

をすること。  

⑩音声
おんせい

、音楽
おんがく

、画像
がぞう

、動画
どうが

、ソフトウェア、アプリ等
とう

を、学校
がっこう

の許可
きょか

なくダウンロードしたり、アップロードしたりすること。  

⑪メールの登録
とうろく

、ファイルの配信
はいしん

等
とう

を行う
おこな

こと。  

⑫ツイッターや Facebook、LINE など、SNS の登録
とうろく

を行う
おこな

こと 。  

⑬課金
かきん

の伴うサービスを利用
りよう

すること。  

⑭学校外
がっこうがい

などから持ち込んだ
も   こ

データを、本体
ほんたい

のメモリーや、記録
きろく

メディアに入れる
い

こと。  

⑮学校
がっこう

のネットワーク環境
かんきょう

の不正
ふせい

利用
りよう

やシステム障害
しょうがい

などにつながる行為
こうい

をすること。 

⑯チャットなどを通して
とお

、児童
じどう

だけでやりとりすること。 

⑰授業
じゅぎょう

や学習
がくしゅう

以外
い が い

のことに利用
り よ う

すること。 


